
第２回 令和７年大船渡市林野火災復旧・復興推進本部会議 

日時：令和７年３月 27日（木） 

16:30～17:00 

場所：県庁３階 第一応接室 

次 第 

１ 開会 

２ 大船渡市林野火災発生に伴う被害状況 資料１ 

３ 令和６年度一般会計第 13号補正予算概要 資料２ 

４ 復旧・復興に向けた主な課題及び今後の対応の方向性 資料３ 

５ その他 資料４ 

６ 閉会 
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大船渡市林野火災発生に伴う被害状況 

令和７年３月 24日(月) 14時 30分現在 

 

１ 焼損面積                                  

約 2,900ha（調査中）（３月９日 17:00鎮圧） 

 

２ 人的被害                                 

  死者 １名（90代男性、焼死） 

 

３ 家屋被害                                 

・住家 102棟（うち全壊 76棟） 

・非住家 108棟（うち全壊 95棟） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※外観調査により確認した被害棟数であり、今後の調査状況により棟数が変 

わる場合がある。 

 

 

 

 

 

４ 産業被害                                 

（１）農林水産業関係  

（２）商工・観光業関係  

区分 被害の内容 被害額 

商工・観光
業関係 

事業用施設（建物焼失）           １事業者 
事業用施設（倉庫焼失）、設備（ボイル釜、車両焼失） 
                      １事業者 
事業用施設（倉庫焼失）           １事業者 
事業用設備（給水管破損）          １事業者 
事業用設備（冷凍庫一部焼失）        １事業者 
在庫廃棄等                  ５事業者 

調査中 

※ 上記には避難期間中の売上減少の影響を受けた事業者数は含んでいないこと 

５ その他                                  

情報通信基盤関係  

 

区分 被害の内容 被害額 

農業関係 家畜等（ブロイラー）約 2,300羽（避難指示に伴う被害） 

調査中 

林業関係 

特用林産施設（菌床しいたけ栽培施設）２棟 
 うち１棟の施設内の菌床しいたけ栽培用培地 8,000個 
特用林産物（菌床しいたけの廃棄）700kg（避難指示に伴う被害） 
林業機械 ４台 

水産業関係 

水産業共同利用施設（定置漁業用倉庫）１棟 
 施設内に保管されていた漁具（定置網）４箇統 
養殖物（あわび）約 250万個（停電等による被害） 
漁港施設（泊地内への焼損木の漂着被害）３漁港 

区分 被害の内容 被害額 

携帯基地局 
⼤船渡市⾚崎町及び三陸町綾⾥の一部エリアで通信障害
発生（通信事業者が臨時移動通信局設置により対応） 

調査中 テレビ共聴 市内８共聴施設でケーブル等の損傷の被害を確認 

ラジオ放送 調査中 

資料１ 
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Iwate Prefecture
令和６年度一般会計第13号補正予算概要

〔２月定例会追加提案分（林野火災対応分）〕

１．予算編成の考え方

２．予算の規模等

○ 大船渡市林野火災により被災した被災者の救助など、早急に対応が必要となる予算を計上

〔計上事業〕 別紙のとおり

※ なりわいの再生等、追加的に必要となる措置については、引き続き検討

３．歳出予算の状況

今回補正額 ： 15億円（通常分：15億円、コロナ・物価高騰分：なし、震災分：なし）

［一般会計］ （単位：百万円）

国　庫 県　債 その他 一　般

796,381 110,184 51,853 130,062 504,282

1,505 659 0 330 516

797,886 110,843 51,853 130,392 504,798

809,513 126,508 49,662 141,227 492,116

▲ 11,628

 増減率（％） ▲ 1.4

財　源　内　訳

令
和
６
年
度

 現　計　予　算　額

 補　正　予　算　額

 補正後現計予算額（Ａ）

 令和５年度２月現計予算額（Ｂ）

比
較

 増減額（Ａ）－（Ｂ）

区　　分 予算額

資料２
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令和６年度 一般会計第13号補正予算（２月定例会追加提案分）における主な事業

☆［新］１ 救助費 1,321百万円【補正後現計1,341百万円】 〔復興防災部〕

災害救助法に基づき、応急的に必要となる救助、その他支援に要する経費

☆［新］２ 被災者生活再建支援金支給補助 20百万円 〔復興防災部〕

大船渡市が行う被災者生活再建支援金（県独自：半壊世帯20万円、準半壊世帯５万円）の支給に対する補助

【参考】被災者生活再建支援金（上記以外）

対象：全壊、大規模半壊、中規模半壊 支援額：最大300万円 実施機関：(公財)都道府県センター

☆［新］３ 被災生徒等に対する就学支援等関係 27百万円 〔ふるさと振興部・教育委員会〕

被災した高校生等に対して、就学等に必要な経費を支給

［新］ は新規事業

大船渡市林野火災対応 〔補正予算額 ： 1,505百万円〕

区 分 主な内容 予算額

①建設型応急住宅の設置 設置費用（リース料等）、必要物品（家電等） など 1,096百万円

②賃貸型応急住宅の供与 家賃、付帯設備（照明器具等）、必要物品（家電等）、保険料 など 43百万円

③公営住宅の提供 付帯設備（照明器具等）、必要物品（家電等） など 17百万円

④避難所の設置等 県備蓄物資（段ボールベット等）の供給、医療・福祉チーム派遣経費 な
ど

61百万円

⑤その他（生活支援等） 食品・飲料水・生活必需品等の提供・輸送費、市町村支弁分負担金 など 104百万円

区 分 対象者 主な支援単価等

①大学等進学支援一時金の支
給

大学等に進学する生徒(所得要件あり) 30万円(自宅)、60万円(自宅外)

②教科書購入費等の支給 県立高校等の生徒(所得要件あり) 25万円(入学時)、1.5万円(2・3学年)

③私立学校への支援 私立学校（幼～高など）の生徒等 授業料等の減免相当額(補助率2/3～10/10)

【参考】授業料等の減免 高看、産技短、農大、県立大学等の学
生

入学料13.5万円、授業料39万円/年 ※産技短の場合
4



令和６年度 一般会計第13号補正予算（２月定例会追加提案分）における主な事業

☆［新］４ 航空消防防災体制強化推進事業費 36百万円【補正後現計456百万円】 〔復興防災部〕

消火活動に必要な県防災ヘリコプター（ひめかみ）の航空燃料費や航空隊支援員の活動経費等に要する経費

☆［新］５ 林野火災森林被害調査費 6百万円 〔農林水産部〕

林野火災の被害調査を速やかに行うための衛星画像データの整備に要する経費

☆［新］６ 道路維持修繕費 10百万円【補正後現計6,119百万円】 〔県土整備部〕

道路損傷箇所の補修など、応急的な道路の維持管理に要する経費

［新］ は新規事業

大船渡市林野火災対応 〔補正予算額 ： 1,505百万円〕

☆ 資金貸付に伴う保証料補給や損失補償等に係る債務負担行為の設定 〔商工労働観光部・農林水産部〕

被災した中小企業者や農業・水産業者の早期の事業再開を支援するため、融資実行に伴い後年度に必要となる保証料補給、

損失補償（中小企業災害復旧資金）及び利子補給（農業近代化資金及び漁業近代化資金）に係る債務負担行為を設定。

＜債務負担行為の追加・変更＞
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 復旧・復興に向けた主な課題及び今後の対応の方向性【概要版】 

１ くらしの再建 

NO 課題 対応状況 対応の方向性 担当部局 

１ 

避難所運営支

援、災害ケー

スマネジメン

ト等の実施 

〇避難所運営支援 

 ・避難所での生活環境を支援するため、必要な物資（水・段ボールベッド

等）を支援(3/24 17:00時点の避難者数:避難所 60人、避難所以外 134 人) 

・大船渡市からの要請に基づき、職員派遣（避難所運営業務等）を実施 

〇災害ケースマネジメント等 

・被災者台帳システムを活用し、罹災証明書の発行や民間支援団体と被災

者情報の共有に向けた取組を実施（９ページ参照） 

・保健師や岩手県こころのケアセンターによる被災者一人ひとりの状況に

応じた支援を実施 

〇被災者が一日でも早く安定した生活に戻れ

るよう支援を実施 

・復旧・復興の進捗に伴い、新たな専門職

の派遣など、大船渡市の職員体制や業務の

進捗状況等を把握しながら、市町村と連携

して対応 

・被災者の生活再建に向けて災害ケースマ

ネジメントによるきめ細かな支援を継続的

に実施 

総務部 

復興防災部 

ふるさと振興部 

保健福祉部 

２ 住宅再建支援 

〇応急仮設住宅 

 ・建設型応急仮設住宅について、３月 19日建設に着手 

 ・みなし仮設住宅（賃貸型応急仮設住宅）として供与可能な物件リストを

作成して大船渡市に提供。入居申込の受付を３月 19日から開始 

○住宅の応急修理等 

 住宅の応急修理は３月 21日から、被災者生活再建支援金は３月 20日から

支給に向けた受付を開始 

○県営住宅の確保 

大船渡市内の 18戸をはじめ、速やかに入居できる県営住宅 87戸を確保 

〇被災者が安全に安心して暮らせる住環境を

整備 

・建設型応急仮設住宅の５月上旬の完成を

目指して整備を進める 

・大船渡市と連携し、支援金の早期支給

等、被災者の生活再建を支援 

・被災者の意向調査の結果を踏まえ、入居

手続を進める 

復興防災部 

ふるさと振興部 

県土整備部 

３ 

災害廃棄物の

早期処理に向

けた支援 

〇災害廃棄物処理支援 

・３月 12日に災害等廃棄物処理事業費補助金の対象となることを確認 

・県の技術職員を現地に駐在させ、大船渡市による災害廃棄物の処理に

関する業務を支援 

〇災害廃棄物の早期処理を実施 

・国庫補助制度の活用に向けた環境省との

調整を含め支援を継続 

総務部 

環境生活部 

４ 

児童生徒等の

学びの継続へ

の支援 

○児童生徒等の就学支援 

・被災した高校生等に対して、大学等進学に当たっての支援一時金や、教

科書購入費等の支給を実施 

・県立学校、県立大学、看護師養成所、産業技術短期大学校、職業能力開

発校、農業大学校の２月 26日以後の授業料等を減免できるよう調整中 

〇被災児童生徒等の学びの場を確保 

・児童生徒・保護者等に周知するととも

に、申請等があった際には速やかに対応 

・学生・保護者等に周知するとともに、申

請等があった際には速やかに対応 

ふるさと振興部 

保健福祉部 

商工労働観光部 

農林水産部 

教育委員会 

資料３ 
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避難所運営などの支援

災害救助法の適用に伴い、避難所運営のほか、応急仮設住宅の供与、住宅の応急修理、
生活必需品の給与、学用品の給与等の所定の経費が国・県による経費負担の対象となる。

災害情報には①避難情報と②被害情報があり、まず一般常識としてこの違いを認識することが欠かせない。

①避難情報は迅速性が重要であるため、災害情報共有システム「Ｌアラート」を通じてスマホやテレビ、ラジオなどで瞬時に避難指示等の情報を伝えることとしている。

一方、②被害情報については、SNSなどの一部メディアで実際の被害とは異なる情報（偽情報・誤情報）も出回るため、その正確性が重要とされている。そのため、報道機関への情報提供のルール化が東日本大震災の教訓とされており、災害時には正確な情報を決まった時間、つまり定時に提供する取扱いとしており、多くの報道機関の皆様にはご理解いただいている。

災害対策基本法では、国や自治体に加えて、指定公共機関も被害状況の把握などに努めることとされているため、関係機関と連携しながら、被害状況の把握や情報発信の向上に努めていく。

【関連事例】 岩手日報 クマガイ事件

【出所】内閣府ウェブサイト

R7.3.27 復興防災部

避難所運営に関する項目（例）

7



① 罹災証明書の発行

くらしの再建に向けた各種支援

家屋の被害認定調査結果等のデータを被災者台帳システム（県・市町村が共同整備）へ入力し、
罹災証明書の発行をはじめとする各種被災者支援に活用

大船渡市における罹災証明書の交付状況 ８１件（３／２４時点）

② 住宅の応急修理

（一社）岩手県宅地建物取引業協会及び（公財）全日本不動産協会岩手県本部の協力を得て、
みなし仮設住宅（賃貸型応急仮設住宅）として供与可能な物件リストを作成して大船渡市に提供

大船渡市において３／１９から入居申込の受付開始（物件数：大船渡市151件、釜石市22件）

④ 被災者生活再建支援金

大船渡市において３／２０から申請受付を開始

【支給額】住宅の被害の程度や再建方法に応じて最大300万円

※ 上記のうち、①は災害対策基本法、②・③は災害救助法、④は被災者生活再建支援法に基づくもの

R7.3.27 復興防災部

大船渡市において３／２１から申請受付を開始

【支給額】大規模半壊、中規模半壊、半壊 １世帯当たり71万7千円以内
準半壊 １世帯当たり34万8千円以内
（応急修理を実施すると応急仮設住宅への入居は不可）

災害情報には①避難情報と②被害情報があり、まず一般常識としてこの違いを認識することが欠かせない。

①避難情報は迅速性が重要であるため、災害情報共有システム「Ｌアラート」を通じてスマホやテレビ、ラジオなどで瞬時に避難指示等の情報を伝えることとしている。

一方、②被害情報については、SNSなどの一部メディアで実際の被害とは異なる情報（偽情報・誤情報）も出回るため、その正確性が重要とされている。そのため、報道機関への情報提供のルール化が東日本大震災の教訓とされており、災害時には正確な情報を決まった時間、つまり定時に提供する取扱いとしており、多くの報道機関の皆様にはご理解いただいている。

災害対策基本法では、国や自治体に加えて、指定公共機関も被害状況の把握などに努めることとされているため、関係機関と連携しながら、被害状況の把握や情報発信の向上に努めていく。

【関連事例】 岩手日報 クマガイ事件

③ みなし仮設住宅 公営住宅や建設型応急仮設住宅については、後出資料参照
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災害情報には①避難情報と②被害情報があり、まず一般常識としてこの違いを認識することが欠かせない。

①避難情報は迅速性が重要であるため、災害情報共有システム「Ｌアラート」を通じてスマホやテレビ、ラジオなどで瞬時に避難指示等の情報を伝えることとしている。

一方、②被害情報については、SNSなどの一部メディアで実際の被害とは異なる情報（偽情報・誤情報）も出回るため、その正確性が重要とされている。そのため、報道機関への情報提供のルール化が東日本大震災の教訓とされており、災害時には正確な情報を決まった時間、つまり定時に提供する取扱いとしており、多くの報道機関の皆様にはご理解いただいている。

災害対策基本法では、国や自治体に加えて、指定公共機関も被害状況の把握などに努めることとされているため、関係機関と連携しながら、被害状況の把握や情報発信の向上に努めていく。

【関連事例】 岩手日報 クマガイ事件

岩手県被災者台帳システム
R7.3.27 復興防災部

この欄に災害支援NPOや社会
福祉協議会等への情報提供に関
する本人同意の有無を記載する
ことで、より丁寧な支援が実現

※ 災害対策基本法の改正案では、市町村が作成する被災者台帳について、都道府県による支援が明確化されてい
るが、岩手県では県と市町村が連携して被災者台帳システムを整備済み （第４回岩手県復興防災DX研究会 資料１ Ｐ７参照）

システムの画面イメージ
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２ なりわいの再生 

NO 課題 対応状況 対応の方向性 担当部局 

１ 
農林事業者等

への支援 

○被害状況把握 

被害の全容把握に向け調査中 

○農業者の早期事業再開支援 

 農業近代化資金の資金需要に備え融資枠を拡大し、第 13 号補正で債務負

担行為を変更 

〇被災施設等の復旧支援 

 国庫補助事業の活用について、国や関係機関・団体と調整中 

〇被災施設等の早期復旧による事業再開を支

援 

・被害状況等の早期の全容把握 

・国事業の活用について関係機関・団体と

調整 

農林水産部 

２ 
水産事業者等

への支援 

○被害状況把握 

被害の全容把握に向け調査中 

○水産業の早期事業再開支援 

 漁業近代化資金の資金需要に備え融資枠を拡大し、第 13 号補正で債務負

担行為を変更 

○定置網の復旧支援 

国庫補助事業の活用について、国や関係機関・団体と調整中 

〇定置網の早期復旧による事業再開を支援 

・被害状況等の早期の全容把握 

・国事業の活用について関係機関・団体と

調整 農林水産部 

３ 
商工観光事業

者等への支援 

○被災事業者等への資金繰り支援 

中小企業災害復旧資金の運用開始に向けて第 13 号補正で債務負担行為を

追加 

〇被災した事業者等の早期事業再開を支援 

・中小企業災害復旧資金の貸付対象外とな

る者（売上減少等）については、中小企業

経営安定資金等の活用を周知 

・その他の支援の必要性等について、市・

国等と連携して検討を進める 

商工労働観光部 
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３ インフラの整備 

NO 課題 対応状況 対応の方向性 担当部局 

１ 

治山等の公共

土木施設等の

早期復旧 

○被害状況把握 

被害の全容把握に向け調査中 

○山地災害の防止 

土砂災害が懸念される危険箇所等の調査を実施中 

〇被災林道等の早期復旧を支援 

・被害等の早期の全容把握 

・治山事業による対策を検討 

県土整備部 

農林水産部 

２ 
森林等の早期

復旧 

○被害状況把握 

林野火災の被害調査を速やかに行うための衛星画像データを整備中 

○被害木等の伐採・搬出や伐採跡地への造林等支援 

国庫補助事業（森林災害復旧事業）の活用について、国や関係機関・団体

と調整中 

激甚災害の指定が閣議決定（３月 28日公布・施行（12ページ参照））同

事業について、国が１/２を補助 

〇被害木等の早期復旧を支援 

・被害等の早期の全容把握 

・国事業の活用について関係機関・団体と

調整 

・大船渡市の森林災害復旧事業に関する

計画作成等への協力 

農林水産部 

３ 

水産業共同利

用施設等の早

期復旧 

○被害状況把握 

被害の全容把握に向け調査中 

○水産業共同利用施設の復旧支援 

国庫補助事業（浜の活力再生・成長促進交付金（13ページ参照））の活

用について、国や関係機関・団体と調整中 

〇水産業共同利用施設等の早期復旧による

事業再開を支援 

・被害等の早期の全容把握 

・国事業の活用について関係機関・団体

と調整 

農林水産部 

４ 

長距離自然歩

道等の自然公

園施設の早期

復旧 

○自然公園施設の早期復旧 

大船渡市や環境省と綾里崎園地の合同現地調査を調整中(鎮火宣言後実

施予定) 

〇被災した長距離自然歩道等の早期復旧を

支援 

・被災個所の復旧方法など国への要望を

含め調整 

環境生活部 

５ 

自治体が整備

した光ファイ

バ等の情報通

信基盤の早期

復旧 

○被害状況把握及び復旧支援（現時点での被害状況） 

 ・大船渡市を通じて、被害状況を確認中 

・携帯基地局は３月 21日までに復旧が完了 

 ・テレビ共聴は市内８施設においてケーブル等の損傷が確認。うち７施

設は３月 21日までに仮復旧が完了。残り１施設は３月 21日時点で加入

世帯 110世帯のうち約９割が仮復旧済 

〇被災した情報通信基盤の早期復旧を支援 

・総務省東北総合通信局とも連携しなが

ら、適用できる交付金事業等の情報提供

及び、必要に応じて国への要望等を実施 
ふるさと振興部 
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農林水産省ホームページから抜粋 
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林野火災を未然に防ぐための火災警報の発令

【出所】総務省消防庁ウェブサイト

○ 気象台で火災気象通報が発令された場合、都道

府県を通じて各市町村（消防本部）に伝達されると

ともに、気象台から市町村に対して火災気象通報支

援資料が提供される。

○ 火災気象通報を受けた市町村は、あわせて提供

される支援資料、独自の気象観測値、その他の気

象情報、管内及び周辺地域の火災発生状況等をも

とに火災警報発令の判断を行うが、火災予防上重

要なのは気象観測値よりも予測値であることから、

できるだけ気象台から気象予測情報の提供を受け、

それを活用することが望ましい。

○ 乾燥に加えて強風が予想されるときには林野火

災の発生･拡大危険が高く、火災気象通報を受けた

市町村は、局所的な気象条件の違いにより火災危

険性が低いと判断される場合を除いて、原則として

火災警報を発令すべきである。

林野火災を未然に防ぐため、市町村が火災気象通報の通報を受けたとき又は気象の状況が
火災の予防上危険であると認められるときは、火災警報を発令できることとなっている。

火災警報発令までの流れ

資料４
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参照条文

（気象状況の通報及び警報の発令）

第二十二条 気象庁長官、管区気象台長、沖縄気象台長、地方気象台長又は測候所長は、気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、

その状況を直ちにその地を管轄する都道府県知事に通報しなければならない。

２ 都道府県知事は、前項の通報を受けたときは、直ちにこれを市町村長に通報しなければならない。

３ 市町村長は、前項の通報を受けたとき又は気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、火災に関する警報を発することができる。

４ 前項の規定による警報が発せられたときは、警報が解除されるまでの間、その市町村の区域内に在る者は、市町村条例で定める火の使用の制

限に従わなければならない。

消防法

（火災に関する警報の発令中における火の使用の制限）

第二十九条 火災に関する警報が発せられた場合における火の使用については、次の各号に定めるところによらなければならない。

一 山林、原野等において火入れをしないこと。

二 煙火を消費しないこと。

三 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

四 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。

五 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市（町・村）長が指定した区域内において喫煙をしないこと。

六 残火（たばこの吸殻を含む。）、取灰又は火粉を始末すること。

七 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行なうこと。

火災予防条例（例）

（市町村長の警報の伝達及び警告）

第五十六条 市町村長は、法令の規定により災害に関する予報若しくは警報の通知を受けたとき、自ら災害に関する予報若しくは警報を知つたとき、

法令の規定により自ら災害に関する警報をしたとき、又は前条の通知を受けたときは、地域防災計画の定めるところにより、当該予報若しくは警

報又は通知に係る事項を関係機関及び住民その他関係のある公私の団体に伝達しなければならない。この場合において、必要があると認めると

きは、市町村長は、住民その他関係のある公私の団体に対し、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき避難のための立退きの準備その

他の措置について、必要な通知又は警告をすることができる。

２ 市町村長は、前項の規定により必要な通知又は警告をするに当たつては、要配慮者が第六十条第一項の規定による避難のための立退きの勧

告又は指示を受けた場合に円滑に避難のための立退きを行うことができるよう特に配慮しなければならない。

災害対策基本法
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復旧・復興に向けた主な課題及び今後の対応の方向性【総務部】 

１ くらしの再建 

NO 課題 対応状況 対応の方向性 

１ 
避難所運営支援、災害ケー

スマネジメントの実施 

○罹災証明書発行事務の支援のため、３月 14日～３月 19日の間、

各日２名（計８名）の職員を派遣。 

大船渡市における復旧・復興に係る行政ニ

ーズの把握に努めていく 

４ 
災害廃棄物の早期処理に向

けた支援 

○３月 17日から県の化学職の職員が大船渡地区合同庁舎に常駐

し、災害廃棄物処理に係る支援を実施 

大船渡市における復旧・復興に係る行政ニ

ーズの把握に努めていく 

 

以下、参考資料として添付 
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復旧・復興に向けた主な課題及び今後の対応の方向性【復興防災部】 

１ くらしの再建 

NO 課題 対応状況 対応の方向性 

１ 
避難所運営支援、災害ケー

スマネジメントの実施 

○避難所運営支援 

 ・避難所での生活環境を支援するため、必要な物資（水・段ボー

ルベッド等）を支援(3/24 17:00 時点の避難者数:避難所 60 人、

避難所以外 134人) 

・避難所の開設（福祉の里センター、綾姫ホール） 

  災害救助法適用により運営費用は国・県が負担 

○災害ケースマネジメント 

・罹災証明書の発行 

  家屋の被害認定調査結果等のデータを被災者台帳システム

（県・市町村が共同運用）へ入力し、罹災証明書の発行をはじめ

とする各種被災者支援に活用 

  大船渡市では住民の被害情報を社会福祉協議会やＮＰＯ法人な

どの支援団体と共有するため、被災者に対し個人情報提供の同意

確認を進めている。 

○被災者の生活再建に向けて災害ケースマ

ネジメントによるきめ細かな支援を継続的

に実施していく。 

 

２ 住宅再建支援 

○住宅の応急修理 

 【支給額】大規模半壊、中規模半壊、半壊 

１世帯当たり 71万７千円以内 

      準半壊  １世帯当たり 34万 8千円以内 

 ・大船渡市において 3/21から申請受付を開始 

 

 

 

○大船渡市と連携し、支援金の早期支給

等、被災者の生活再建を支援していく。 
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○みなし仮設住宅 

 ・みなし仮設住宅（賃貸型応急仮設住宅）として供与可能な物件

リスト（物件数：大船渡市 151 件、釜石市 22件）を作成して

大船渡市に提供（3/18） 

 ・大船渡市において 3/19から入居申込の受付開始 

○被災者生活再建支援金 

 【支給額】住宅の被害や再建方法に応じて最大 300 万円 

・大船渡市において 3/20から申請受付開始 

・みなし仮設住宅 

県で審査後、順次入居決定を行う。（４

月上旬以降） 

 

・被災者生活再建支援金 

（公財）都道府県センターにおいて審査

後、順次支給決定される見込み。（４月下

旬以降） 
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復旧・復興に向けた主な課題及び今後の対応の方向性【ふるさと振興部】 

１ くらしの再建 

NO 課題 対応状況 対応の方向性 

１ 
避難所運営支援、災害ケー

スマネジメントの実施 

○職員派遣（避難所運営業務）【3/15～31】 

大船渡市からの要請に基づき、県と市町村で分担をしながら支援

を実施。 

 ・福祉の里センター：県（３名／日） 

 ・綾姫ホール：市町村（３名／日） 

○職員派遣（罹災証明書発行事務、災害義援金収納事務） 

  大船渡市からの要請に基づき、県と市町村で分担をしながら支

援を実施。 

 ・罹災証明発行事務【3/14～19（平日のみ）】：県（２名／日） 

 ・災害義援金収納事務【3/17～28（平日のみ）】 

：市町村（１名／日） 

・今後、復旧・復興の進捗に伴い、専門職

など新たな派遣要請が見込まれることか

ら、引き続き、大船渡市の職員体制や業務

の進捗状況等を把握しながら、市町村と連

携して対応 

・派遣要請の状況等から必要数等から、現

時点では、全国へ応援要請を行う予定はな

い。 

２ 住宅再建支援 

○職員派遣（応急仮設住宅への入居受付事務等） 

 大船渡市からの要請に基づき、３月 24日から応急復旧の受付や

応急仮設住宅への入居受付事務等を実施。 

 ・応急復旧受付事務【3/24～28】：市町村（１名／日） 

 ・応急仮設住宅等入居受付事務【3/24～28】 

：市町村（１名／日） 

（１の職員派遣に同じ） 

５ 
児童生徒等の学びの継続へ

の支援 

○児童生徒等の就学支援（13 号補正） 

 ・公立大学岩手県立大学運営費交付金 5,000千円 

   （被災学生の入学料及び授業料を減免） 

・大規模災害就学等支援事業費補助 10,000千円 

・制度の周知及び補助・給付等の実施に向

け、詳細スケジュールを調整中。 
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（私立学校等の入学選考料、入学金、授業料等の減免措置に

対する補助） 

・大学等進学支援一時金給付事業費：2,000 千円 

（私立高校生等の進学に伴い必要となる費用の一部を給付） 

・教科書購入費等給付事業費：2,000 千円 

（私立高校生等の入学経費、教科書相当額及び修学旅行費等

を給付） 

 

３ インフラの整備 

NO 課題 対応状況 対応の方向性 

５ 

自治体が整備した光ファイ

バ等の情報通信基盤の早期

復旧に対する支援 

○被害情報の把握（現時点での被害状況） 

 大船渡市を通じて、被害状況を確認中 

 ・携帯基地局： 

   被害を受けた NTTの基地局については 3/21までに復旧が完

了し、臨時局（車載基地局等）の運用は終了。 

 ・テレビ共聴： 

市内８施設においてケーブル等の損傷が確認された。 

うち７施設については 3/21までに仮復旧が完了。残り１共

聴施設（長崎地区）については 3/21時点で加入世帯 110世帯

のうち約９割が仮復旧済。（3/22頃を目途に被害が確認され

たすべての共聴施設の仮復旧が完了する見込み） 

 

・総務省東北総合通信局とも連携しなが

ら、適用できる交付金事業等の情報提供及

び、必要に応じて国への要望等を行う。 
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復旧・復興に向けた主な課題及び今後の対応の方向性【環境生活部】 

１ くらしの再建 

NO 課題 対応状況 対応の方向性 

４ 
災害廃棄物の早期処理に向

けた支援 

〇災害廃棄物処理支援 

・３月 17日から環境生活部技術職員を現地に駐在させ、大船渡市

による災害廃棄物の処理に関する業務（災害廃棄物発生量の推計、

仮置き場の運営検討、環境省との調整など）を支援。 

国庫補助制度の活用に向けた環境省との調

整を含め支援を継続 

３ インフラの整備 

NO 課題 対応状況 対応の方向性 

４ 
長距離自然歩道等の自然公

園施設の早期復旧 

○自然公園施設の早期復旧 

大船渡市や環境省と綾里崎園地の合同現地調査を調整中 

(鎮火宣言後実施予定) 

被災個所の復旧方法など国への要望を含め

調整 
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復旧・復興に向けた主な課題及び今後の対応の方向性【保健福祉部】 

１ くらしの再建 

NO 課題 対応状況 対応の方向性 

１ 
避難所運営支援、災害ケー

スマネジメントの実施 

○災害ボランティア 

３月３日から３月 17日までの間、のべ 277 名が支援物資の仕分

け等を実施 

 

大船渡市ボランティアセンターがニーズ

調査を実施し、その結果、当面は市内ボラ

ンティアのみで活動予定 

〇義援金の受付・配分 

３月６日(木)より日本赤十字社岩手県支部及び岩手県共同募金会

で義援金の募集を開始 

 

 

４月以降に設置予定の義援金配分委員会

において配分基準等の協議を実施予定 

３ 心のケア等の被災者支援 

○保健師等チーム派遣 

大船渡市からの要請を受け、３月５日から３月 18日までの間、保

健師等（１チーム：保健師２名とロジ担当１名の計３名）をのべ 57

チームを派遣（３月 10日以降は市町村との合同チーム） 

 

 

被災地域の全戸訪問のため、３月 25日から

28日までの間、のべ８チームの保健師等チ

ーム（市町村との合同）を派遣予定（４月

以降の派遣については現在調整中） 

○被災者へのこころのケア 

岩手県こころのケアセンターにおいて、２月 28日以降、避難所

等を訪問しての健康状態の聴き取りや相談対応、県や市町村の保健

師チームの訪問活動などにより把握された要支援者への同行訪問等

の個別対応、精神科医等専門職スタッフによる支援者への技術的助

言等を実施（相談支援件数 368件（３月 17日まで）） 

 

 

岩手県こころのケアセンターにおいて、市の

ニーズを踏まえ、関係支援団体と連携しなが

ら、継続ケースへの対応のほか、保健師チー

ムの訪問活動などにより把握されたこころ

のケアを要する方への個別対応、支援者への

困難ケース対応等に係る専門的見地からの

助言等を継続して実施予定 
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復旧・復興に向けた主な課題及び今後の対応の方向性【商工労働観光部】 

１ くらしの再建 

NO 課題 対応状況 対応の方向性 

５ 
児童生徒等の学びの継続へ

の支援 

○ 学生等の就学支援 

・産業技術短期大学校条例施行規則の一部改正 

２月 26日以後の授業料等を減免できるよう調整中 

・職業能力開発校条例施行規則の一部改正 

２月 26日以後の授業料等を減免できるよう調整中 

各職業能力開発施設を通じ、学生・保護

者等に周知するとともに、申請等があった

際には速やかに対応。 

２ なりわいの再生 

NO 課題 対応状況 対応の方向性 

３ 商工観光事業者等への支援 

○ 被災事業者等への資金繰り支援 

 ・中小企業災害復旧資金の運用開始に向けて第 13号補正に債務

負担行為を計上し、補正予算成立後速やかに運用を開始する予

定（3/26～） 

○ 中小企業災害復旧資金の貸付対象外と

なる者（売上減少等）については、中小

企業経営安定資金等の活用を周知。 

○ その他の支援の必要性等について、

市・国等と連携して検討を進める。 
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復旧・復興に向けた主な課題及び今後の対応の方向性【農林水産部】 

２ なりわいの再生 

３ インフラの整備 

NO 課題 対応状況 対応の方向性 

１ 
治山等の公共土木施設等の

早期復旧に対する支援 

○ 被害の全容把握に向け調査を継続 

○ 山地災害の防止に向け土砂災害が懸念される危険箇所等の調

査を実施中 

〇 被害等の早期の全容把握 

〇 治山事業による対策を検討 

２ 
森林等の早期復旧に対する

支援 

○ 林野火災の被害調査を速やかに行うための衛星画像データを

整備中 

（林野火災森林被害調査費） 

【２月補正（13号補正）（６百万円）】 

○ 被害木等の伐採、搬出や、伐採跡地への造林等に向け国事業の

活用について調整中 

〇 被害等の早期の全容把握 

〇 国事業の活用について関係機関・団体と

調整 

○ 大船渡市の森林災害復旧事業に関する計

画作成等への協力 

NO 課題 対応状況 対応の方向性 

１ 農林事業者等への支援 

○ 被害の全容把握に向け調査を継続 

○ 農業者の早期事業再開支援に向け農業近代化資金の資金需要

に備え融資枠（２億円）を拡大し、第 13号補正で債務負担行為

を変更 

〇 被災施設等の復旧に向け国事業の活用について調整中 

〇 被害等の早期の全容把握 

〇 国事業の活用について関係機関・団体と

調整 

２ 水産事業者等への支援 

○ 被害の全容把握に向け調査を継続 

○ 水産業者の早期事業再開支援に向け漁業近代化資金の資金需

要に備え融資枠（２億円）を拡大し、第 13号補正で債務負担行

為を変更 

○ 定置網の復旧に向け国事業の活用について調整中 

〇 被害等の早期の全容把握 

〇 国事業の活用について関係機関・団体と

調整 
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３ 
水産業共同利用施設等の早

期復旧に対する支援 

○ 被害の全容把握に向け調査を継続 

○ 水産業共同利用施設の復旧に向け国事業の活用について調整

中 

○ 農地・漁港海岸の水門・陸閘の閉鎖機能を確保するための応急

対応を実施 

（海岸保全施設管理費） 

【２月補正（13号補正）（１百万円）】 

（管理運営費） 

【２月補正（13号補正）（５百万円）】 

〇 被害等の早期の全容把握 

〇 国事業の活用について関係機関・団体と

調整 
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復旧・復興に向けた主な課題及び今後の対応の方向性【県土整備部】 

１ くらしの再建 

NO 課題 対応状況 対応の方向性 

２ 住宅再建支援 

○応急仮設住宅の整備 

３月 10 日（月）の大船渡市からの応急仮設住宅の建設要請を受

け、協定締結団体である一般社団法人全国木造建設事業協会に建設

を要請。３月 19日（水）建設に着手（赤崎町蛸ノ浦地区 10 戸、三

陸町綾里地区 30戸） 

 

○県営住宅の確保 

大船渡市内の 18戸をはじめ、速やかに入居できる県営住宅 87 戸

を確保。大船渡市が実施している被災者への意向調査の回答内容を

踏まえ、市と連携の上、入居を調整 

・５月上旬の完成を目指し整備を進める 

 

 

 

 

 

・被災者の意向調査の結果を踏まえ、入居手

続を進める 

３ インフラの整備 

NO 課題 対応状況 対応の方向性 

１ 
治山等の公共土木施設等の

早期復旧・復興 
○被害について調査中 

・調査結果を踏まえ、早期復旧・復興を図

る 
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復旧・復興に向けた主な課題及び今後の対応の方向性【教育委員会】 

１ くらしの再建 

NO 課題 対応状況 対応の方向性 

５ 
児童生徒等の学びの継続へ

の支援 

１ 児童生徒等の就学支援について 

(1)県立学校授業料等条例施行規則の一部改正 

２月 26日以後の授業料等を減免できるよう調整中 

(2)大学等進学支援一時金給付事業  6,000 千円（13号補正） 

被災した高校生等が、経済的な理由により大学等への進学を

断念することのないよう、進学に伴い必要となる費用の一部を

給付する事業を実施 

・自宅：30万円  

・自宅外：60万円 

(3)教科書購入費等給付事業 2,000千円（13号補正） 

被災した生徒及び保護者等に対し、高等学校等における就学

の支援を目的とした給付事業を実施 

  ・高等学校の入学に要する経費（250,000円） 

  ・教科用図書の購入費（15,000 円） 

  ・修学旅行費（実費※上限 100,000円） 

各市町村教育委員会、各県立学校等を通

じ、児童生徒・保護者等に周知するととも

に、申請等があった際には速やかに対応。 

２ 児童生徒等のこころのケアについて 

  沿岸南部教育事務所等に配置しているエリア型カウンセラーを

中心に、学校や避難所等を訪問し、被災地域の児童生徒の心のサ

ポートや教員研修等を行うなど、学校が日常の教育活動を取り戻

すための支援を実施 

   

被災した児童生徒に対しては、中長期的

なサポートが必要であることから、今後

も、児童生徒等の状況を注視し、引き続

き、必要な支援を実施 
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